
 
全国高等学校定時制通信制体育大会規約の一部訂正と改定について 

 
 

平素より、財団法人全国高等学校体育連盟定時制通信制部にご協力いただきまして深く感謝申し上げます。 
 さて、今年度定通部全国代表者委員会（1 月 30～31 日開催）も無事終了いたしました。その中で、平成

19 年に最終決定いたしました「全国高等学校定時制通信制体育大会規約」の中の「小規模定時制通信制高校

における合同チームの参加資格の特例及び規約」の参加資格について異議申し立てがあり、検討いたしまし

た。問題検討委員会、及び全体会を通し議論を重ねた結果、以下の通りとなりました。なお、（財）全国高体

連本部には、経緯と今後の展望も踏まえ説明し了承を得られております。従って、平成 22 年 4 月 1 日より

効力が生じることとなりますのでご連絡します。 
なお、今回の「合同チーム」に関する規約につきましては、経緯の中で間違った解釈（別紙）があったこ

とを確認したため、「訂正」とさせていただきました。 
代表委員会におきまして各都道府県からのご意見によると、定通制課程の学校改革が急速に行われている

ようです。平成 19 年に決定しました定通部の「規約」ではありますが、時代に合わせ、参加選手に不合理

な対応がないよう、柔軟に対応させていただく所存です。是非ともご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 
 

＊規約集「小規模定時制通信制高校における合同チームの参加資格の特例及び規約」Ｐ９ 

訂正前 
４．その他 
  イ：この他の出場資格に関しては・・・・・・ 

ロ：全国高等学校定時制通信制体育大会及び・・・・・・ 
ハ：この規約は平成 17 年 2 月 1 日より施行する。 

訂正後 
４．その他 
  イ：この他の出場資格に関しては・・・・・・ 

ロ：全国高等学校定時制通信制体育大会及び・・・・・・ 
ハ：合同チームの対象となる種目は、バレーボール・バスケットボール・サッカーとする。 
（軟式野球は別途定める全国高等学校定時制通信制軟式野球連盟の合同チーム規約によるものとする） 
ニ：この規約は平成 17 年 2 月 1 日より施行する。 

 
 
 

改定 
＊「全国定通大会負担金」廃止に伴う「規約集」内における名称の削除 

 
規約集における「開催基準要項」Ｐ３～Ｐ６内に明記されている「全国定通大会負担金」の削除 
及びＰ１３の「全国定通大会負担金について」の削除 


